
 

一 

 
 

 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

○
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第 

 
 

号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案 

目
次 

 

第
一
章 

内
閣
府
関
係
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

 

第
二
章 

総
務
省
関
係
（
第
三
条
） 

 

第
三
章 

文
部
科
学
省
関
係
（
第
四
条
―
第
八
条
） 

 

第
四
章 

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
九
条
） 

 

第
五
章 

経
済
産
業
省
関
係
（
第
十
条
） 

 

第
六
章 

国
土
交
通
省
関
係
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
） 

 

附
則 

 

〔
略
〕 

  
 

 

第
四
章 

厚
生
労
働
省
関
係 

 

〔
削
る
〕 

 

 
 

 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案 

目
次 

 

第
一
章 

内
閣
府
関
係
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

 

第
二
章 

総
務
省
関
係
（
第
三
条
） 

 

第
三
章 

文
部
科
学
省
関
係
（
第
四
条
―
第
八
条
） 

 

第
四
章 

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
九
条
・
第
十
条
） 

 

第
五
章 

経
済
産
業
省
関
係
（
第
十
一
条
） 

 

第
六
章 

国
土
交
通
省
関
係
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
） 

 

附
則 

 

〔
同
上
〕 

  
 

 
第
四
章 

厚
生
労
働
省
関
係 

 

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



  

二 

    

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

 
 

 

第
五
章 

経
済
産
業
省
関
係 

 

（
火
薬
類
取
締
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

 
 

 

第
六
章 

国
土
交
通
省
関
係 

 

（
建
設
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

 

（
建
築
士
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

 
 

第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
二
項
中
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事

す
る
者
及
び
そ
の
員
数
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い

定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
」
を
削
る
。 

 

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

〔
同
上
〕 

 
 

 

第
五
章 

経
済
産
業
省
関
係 

 

（
火
薬
類
取
締
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
同
上
〕 

 
 

 

第
六
章 

国
土
交
通
省
関
係 

 

（
建
設
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

〔
同
上
〕 

 
（
建
築
士
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
同
上
〕 



 

三 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
（
別
表
第
一
健
康
増

進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
の
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び

第
七
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日 

 

二 

第
十
条
の
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
を
経
過
し
た
日 

 

三 

第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
（
第
一

号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定 
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日 

  

四 

第
九
条
の
規
定
及
び
次
条
の
規
定 

平
成
三
十
三
年
四
月
一
日 

 

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
第
四
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護

保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

よ
り
さ
れ
た
命
令
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
命
令
等
の
行

為
」
と
い
う
。
）
又
は
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
介
護
保
険
法

の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
届
出
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
（
別
表
第
一
健
康
増

進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
の
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び

第
八
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日 

 

二 

第
十
一
条
の
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
六
月
を
経
過
し
た
日 

 

三 

第
二
条
、
第
四
条
、
第
九
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五

条
及
び
第
六
条
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定 

平
成

三
十
二
年
四
月
一
日 

 

四 

第
十
条
の
規
定
及
び
次
条
の
規
定 

平
成
三
十
三
年
四
月
一
日 

 

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
第
四
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護

保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

よ
り
さ
れ
た
命
令
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
命
令
等
の
行

為
」
と
い
う
。
）
又
は
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
介
護
保
険
法

の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
届
出
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行



  

四 

為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
第
四

号
施
行
日
以
後
に
お
け
る
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
新
介
護
保
険
法
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
命
令
等
の
行
為
又
は
届
出

等
の
行
為
と
み
な
す
。 

２ 

（
略
） 

 

〔
略
〕 

  

〔
削
る
〕 

       

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

 

（
文
化
芸
術
基
本
法
の
一
部
改
正
） 

為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
第
四

号
施
行
日
以
後
に
お
け
る
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
新
介
護
保
険
法
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
命
令
等
の
行
為
又
は
届
出

等
の
行
為
と
み
な
す
。 

２ 

（
略
） 

 

〔
同
上
〕 

  

（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る
検
討
） 

第
五
条 

政
府
は
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
三
年
を
目

途
と
し
て
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
の
規
定
の
施
行

の
状
況
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児

童
健
全
育
成
事
業
の
適
切
な
実
施
並
び
に
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
内
容
及
び
水
準
の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。 

 
（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 
地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
同
上
〕 

 

（
文
化
芸
術
基
本
法
の
一
部
改
正
） 



 

五 

第
六
条 

文
化
芸
術
基
本
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

 

（
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

第
七
条 

文
化
芸
術
基
本
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
同
上
〕 

 

（
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
同
上
〕 

 
 

 


